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第１章　計画の概要

　近年、社会を取り巻く環境がめまぐるしく変化し、人々のライフスタイルや価値観・

ニーズが多様化する中で、栄養バランスの偏った食事、不規則な食事の増加、肥満や

糖尿病などの生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、ＢＳＥ (牛海綿

状脳症 )や食品の偽装表示に関する問題の発生などによる「食」の安全性に対する不

安の高まりなど、健全な食生活が失われつつあります。

　また、食に関する情報も社会に氾濫し、食の安全性等を含め、食に関する正しい情

報を適切に判断することが困難な状況となっており、国民が生涯にわたって健全な心

身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが喫緊の課題となって

います。

　このような中、国においては、平成 17年 6月に「食育基本法」を制定し、食育に

ついての基本理念や方向性を明らかにし、国、地方公共団体及び国民の食育に関する

取組みを推進することとしました。また、平成 18年 3月には、「食育推進基本計画」

を策定し、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることとしました。

　さらには、福島県においても、平成 19年 3月に「福島県食育推進計画」を策定し、

本県の特性を生かした食育を推進していくこととしています。

　本市においては、これまで、保健福祉部をはじめ、農林水産部、教育委員会等、そ

れぞれの分野において「食」に関する事業を実施してきましたが、今般の食育基本法

の制定や食育推進基本計画の策定等の趣旨を踏まえ、あらためて市民一人ひとりが食

の大切さを見直し、健全な食生活を実践することにより、豊かな人間性をはぐくむ食

育の推進が一層求められております。

　そのため、行政のみならず、家庭、学校、地域、企業など食に関わる多様な主体が

相互に連携・協力しながら、本市の地域特性や実情等に即した食育に関する施策を総

合的かつ計画的に推進していくための指針として「いわき市食育推進計画」を策定す

るものです。
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